
 

可燃ごみ広域処理施設整備事業に係る計画段階環境配慮書手続きスケジュール  事業者 京都府 大阪府 枚方市 
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4/1１(水)意見照会  

6/12(月)  6/12(月)  
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配慮書 

4/1２(水)意見回答 4/1３(木)協議回答 

8/10(木)頃 8/10(木)頃 
知事意見 

※１ 
縦 
 
覧  

京都府 
専門委員会 

大阪府・審査会 

平成 29年度第 1回枚方市環境影響評価審査会 資料_２ 



 

 
※１縦覧について  
期間 

平成 29年 4月 25日（火）～5月 24日（水）（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く） 

     

場所 

枚方市内：市役所分室・環境指導課（9:00～17:30） 

市役所別館 6階行政資料コーナー（ 〃 ） 

各支所（楠葉、津田、香里ヶ丘）（ 〃 ） 

       枚方京田辺環境施設組合（9:00～12:00,13:00～17:00） 

 

  京都府内：京都府環境部環境管理課（9:00～12:00,13:00～17:00） 

京都府山城北保健所環境室（ 〃 ） 

       京都府田辺総合庁舎総合案内・相談コーナー（ 〃 ） 

京田辺市経済環境部ごみ広域処理推進課（ 〃 ） 

京田辺市環境衛生センター甘南備園（ 〃 ）   
※２意見受付について 

 

期間：平成 29年 4月 25日（火）～6月 7日（水） 

 

 方法 

  持参：京都府環境部環境管理課（京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町） 

郵送（必着）：〒602-8570 住所不要 

電子申請：所定の様式 

 

記載すべき項目 

「対象事業：可燃ごみ広域処理施設整備事業」、「氏名」、「住所」、 

「環境の保全及び創造の見地からの意見とその理由」 

  


